
2 伝月 □万阿「ロ
就労継続支援A型事業所におけるスコア表（全体）

事彙扉名

--— 
住所--電諾書号

らぶらんどカフェ

煎本市中央区水道町 14-26

050-3578-1395 

r-

し·--- (I) 労働時間

し①1 日の平均労働睛間が7時間以上
②1 日の平均労働時間が6時間以上 7時間未漏
01 日の平均労働嗚間が5睛間以上 6時間未満
④1 日の平均労勧時間が4時間30分以J: 5時間未満 40 

⑤1 日の平均労働時間が4時間以上 4時間30分未満

゜⑥1 日の平均労働時間が3時間以上4時間未満

⑦1 日の平均労働晴間が2時間以上3時間未濱

⑧18の平均労働膊間が2睛間未満 点

(!,>90点 OOO点 965点 1455 点切ヽ0点 $30点(J20点 186点

(n) 生産活動

討去3年の生崖活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支
賃會の総額以上

去3年の生蜃活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度

' 
ぶtる生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う

゜金の総額以上

③過去3年の生産活諭較支のうち蘭年度における生産活11J収支
のみが薗年度に利用看に支払う買金の総額以上 50 

④過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動収
支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総顧以上

⑤過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度
における生産活勤収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う
貫金の総額未満

⑥過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支
払う賃金の総額未湛 点

（m) 多様な働き方（※）

g匠・董祖臨畏．趨足Q豆援鮎塁1こ団丈盃墾民

就婁規則事で定めている

②赳目査ま璽aとヒエ塁目丈五魁崖

戯婁規則等で定めている

゜竿ま薗嚢に量五笈働彙住及じ凪羅規儘

就業規剛攀で定めている

゜a)2 ヒ22ろ乞 4ム艶に属五翠●ゑ住

就雰規劃鳴で定めている
15 

......、痘図勤甦1こ伍五翠働蚤性

就素規則尊で定めている

＠堕塾出鮎捌崖に偽五労饉全住

就業規則事で定めている

゜碑給佐圏血堕開星四直Xは社画的i埠卸度

就集規則零で定めている

゜幽佐圏箋の駆盪に関丈俎蔓項
, 

就業規則事で定めている

゜9 - 小計（注1) 5 点

与合計aに応じた‘”

旦点
•• 0点

（滋） 8項目の合計点に応じた点敷 （注2) 5以上： 16点、 4~3: 5点、 2点以下： 0点

•一(l)60り 250点＼340点 ®20点 1-10国、69-20パ I (V) 地填遍携活動

（注I)-5J;J.E:i5れ、 4~3:5点、 2点以下―:0点

事婁所壽号 4310101888 

讐瑾者名 中村淑代

対象年度 令和 6年度

(W) 支援力向上（※）

①砥縫註國に基づいt吐腿堕饉金Xは臼盤研餞金

●加した聰員が 1 人以上参加している

゜碑縫｀空金整,&lit!翌会は雙においエ壁塁

1 回以上の場合

゜臨窪・裏翌Q簑紐又は受ltl:.払

いずれか一方のみの取絹を行っている

＠飯践拡広Q應t魯会雙へQ墾泣

1 回以上の場合

゜盈璽員Qム蔓註値招瓜

人: ＂価結果に基づき定期に昇給を判定する 5 

制 を設け、全ての闘Rに問知している

(6.)ビZ女丞一乞ーの已置

ビアサポーターを羅貝として配置している

四二査註値

過去 3年以内の招祉サービス第三者評価を
受審しており、結果を公表している。

⑮国匿揖堡北規祖が定ぬt1塁拐笠Q且屈隻

日道府県知事が遍当と認める国闘準化規格が定めた
格その他これに準ずるものの を受けている

小計（注2) 3 点

地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等
での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をイン
ターネット等により公表している

—­

゜ 10 

点

1事例以上ある場合： 10点

(VI) 経営改善計画

経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計回の
提出を求められているが、指定された期日までに提出している。

゜

゜ 点
問口内に揖出していない頃合 -sot.I

(vn) 利用者の知識・能力向上

詞厨屯誓鳴書璽百丘□ 10
点

1事iJI以上ある渇合：10点

20点 30点 “A 56点 65点 00点 90点

·10点 20点 40点 fou 60点 l 合計

5点 I りA

”- 15点 130 
で

IM 盛 /200点

50点

10t¥ 



呻2

就労継統支援A型事業所におけるスコア表（実績 I~W、 VI)

m 
前年度（ 年度）

眉用契約を繕結していた全ての 7897. 5 
層用提約を緯綺していた騒 I, 938 I刷用者の 1 日の平1 4. 0 7 1時間利用者における直べ労●閥間 ペ利m看駐

時間 人
均労働隋間数

(n) 生塵活戴

会計期間（令和6年4月～令和7年3月）

前々々年度（令和4年度）

加．；入から鰻費 I 5,870.837 Ip:) |:凸看に烹払った貫會 I 7. 984. 812 |円 I 収支 l A 2. 113,975 |円
前々年度（令和5年霞）

［生薩活鉛収入から経"I 8. 806. 174 |円 |:は者に支It.った貫金 1 7,984,812 |円 I 収支 I 9,001 |円を触いた額

前年度 （令和6年度）

I==書に支払った買金 1|生衰活懃収入から経費 I 8,028,401 |円 8,020. 180 |円 | J収支I 8.221 |円をはいた額

(m) 多様な働き方

前年度（年度）における取組（ 「 r ：：い「 ヽ ・ ~) 

①免許·責格取得、検定の受檎勧奨に1111する制度

◎免許・資格取得、検定の受検勧奨.~ ~ー--一．
に閲する制度を定めている 口----•,......... - -••••• 

④フレックスタイム鯖に係る労働条件
◎フレックスタイム鵠に債る労働条件を
- - ~ • ｷ • • ------“` 
定めている 。

0~ • □9 9 9 _...._........--

⑦賓給休暇の詩間皐位敢得又は計面的付与制震
◎有給休暇の時間皐位取得または計四的付与割直
I い．．•一•-·
を定めている ロ
I---------------- -—•一一-·

②利用看を職員として畳用する制震

◎利用者を職員として登用する制度を
定めている , ．會00い• O- ..._...一臼●●”’•い→◆．＂＂ ＇“_．．＾ロ・・・

⑤短時間動務に係る労働条件

◎短時間動務に係る労働条件を
~ ~——• 
定めている 。

⑧傷病休暇等の取得に関する事項

四…遵竺生互堕堕しー·—•酉
定めている

- ...---••ロー〇鬱••O •••• ..,. 

(W) 支橿力向上

前年度（ 年度）における取組（今体表「 [IVl 安橿力向よ 1 の各項目に町絹あり渭択と Lた場合に芹，W

①研修計國に基づいた外郷研修会又は内郎研修会

◎研修計画を策定している 口
ー•.----◎外部研修、もしくは内部研修を ｷ̀ ••幽 ••疇囀.

1 回以上実施している。 曰
,"”.. --—•一••-···ー•l

・響 ｷ •- ... 
※研修名 虐待防止・身体拘束の適正化

国亘色て二亜堕喪至杢亜．王二
実箆8 ・受講者数 令和6年10月 17日 4人

④販路拡大の冑績会等への参加

◎販路拡大の繭訣会や晟示会等へ 1 回以上............ ---"-......... _........．~ー·•••• ｷ • --•• •—••• ••.... _.......．會●●
参加している。 ロ
,—•..~”ー·•••一••~棗高談会等名 おとなりマルシェ---主催者名 熊本市..---“••"“,..... "...... -.....．い•..
1 日時 令和7年3月20日-··•— ’""””.~.......o 
1 内容 年 8回ほど多加
9--マV'C,-：：：：：知アてす戸面頑冦

⑦三看評値

◎前年度末日から過去3年以内に---·--···_.`—•-_............-·.-· 
福祉サーピス第三者評価を受けている ロ^....--...““· •-••一•,.."”'～命●●●ー...."●●............●...●......................●●●..●_..,....、.,........,...

厘亘疇正ニ一ー百ーー百―---
第三者評価機関 -----ｷ "....-••••一..._••一•

．．．．ー•• ~ •• • "”9~”•一-·-..--........・．．....................ー..................心●• •, 

②研修、学会等又は学会誌等において発表

◎研修学会等又は学会誌等において
....拿`_......~..._.,. •• ｷ 
1 回以上発表している 口
ーー· •—••.............--
；u研修、学会等名 A型事業所絹籍研究会・研究発表会”· • ~ ~ ~ ~...“ー．．．，．．．．鴫．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．................_... 
実範日 4 令和7年1月29日~." ~......“ー·▲· •｀ー•一

:II学会誌等名- .. ▼．．．＂．．．．．＂•一~ー••,..... . ... “”゜ー·• •o.し．．．．．，
褐載日 月日

... .. • •ロロ・・ -ｷ.. ｷｷ--ｷ--ｷｷ-.. ｷ-ｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷ ....疇

発表テーマ 仲間と作るA型の未来

⑤職員の人事評価制度

◎闊員の人事評価制度を整億している 。
●●ヽ●●··---..·······•• ••_____ _,...,..............................゜．，_,..●.....,..................
◎当該人事評価制度を周知している ロ
~." 
人事評価制度の制定日 年 月 日
"..-.  ~ 
人ぶ評伍制度の対象謀員数 名
·········.,.....~"'”'”"疇．．．．．............_,  ____,ｷｷ-ｷｷ 
うち昇給・昇格を行った者 名
,.臼—·”--··-・・~ ••”··········--·~-••99,..... 

当該人事評価制度の周知方法 ,..•....,. 

⑧国駆櫃準化規格が定めた規格等の鯰証等

◎ ISOが制定したマネジメント•..... ~ •—…•··--·-·-.. 
規格等の鯰証等を受けている ロ，．．ー・9●●●●ー・””"" "”"...._......................... -.•••….............. "ｷ •一......._..,................... 

・~~ 

＊認証を受けた日 月 日.........•~·· ....V.. • 會-·-....-...等．．．．．．．．一ヽ·-

規格等の内容•.."•• •••*......”"....". ~ ~ • ~ -• ~`"”"••• ●"'..●●●●⇔疇•*—"’ぃ．．．．．．．ー••一9年～· "．．．．．ー・・·~.....”.—··

h)  経営改讐計団

顎型紐登堕翌隣．府県（指定都市・中核市）へ、
'堂翌堕堕．漣泄．し亙＂：・ニ：•二：：三：．．：：二：．．：：：：二：：．．：互
．．．．．．．．．．ロ・・―"”””• •一........-.......• • • ●●....ヽ••. . ... ......................•一．．． .. .. ．．＂．．．．．ー・..•一

※受理日 年月日..—•-----•—•--·--•• •一•,...“_._......a... _ .. 

③在宅動務に係る労働条件及び服務規偉

在宅動務に係る労働条件及び服務規偉
~......“.“~●●ヽ· ~ ~......鼻....,...、.........-... .. 

に関する制度を定めている 回
．．．．．....................................◆.疇.......·-·--·--.. 

⑥時差出動制度に係る労働条件

◎時差出勤制度に係る労働条件を—·-··-····.... ｷｷ-ｷ-ｷｷ.. -ｷ 定めている 口, —•一ー ．．＿．．ー••_...:••--•----••••-~•—•~..••• ●....一

③視察・実詈の実施又は受け入れ

◎先進的事稟名の視察・実音の実蕊している
·響．．臀．．▲――▲...ー^~•••~•-··~••••••--•••今•會．．．．＂．．．．.........................い9999 99 9●,........、.,........

もしくは、他の事彙所の視寄り渾を受け入れている ロ
~ • ~ "“~•`..-.....—・．．．．．．．．．．．．．．a.．．．．＂．．．．．．．．．．．．い●●等．．．．．．．．．．．．．．．．＂~

：先進的事棠者名．．．．．．．．．一⇔●●●●拿·••0• • ••O•• ●..................争.............................事......,...... ~............. .. 
'籍日I 釦加者数 月 日 人

•-•••--•-·，．．．ロ・ ．．一．．．．．．．ーー·”`~.. ......…•O ••日........................_....... 
贔他の事業所名
．．．．事--●●●~~.~...."· •O●●●...........••いm●●●●--···••い，．．．．．．．．．ー〇●●●●ー•••日”. • 
実葛日／参加者数 月 日 人•-•~••..::.... :-;..: い•;:....-.•-·••••一..:..:.... ｷ-ｷｷｷｷｷｷ:.;;..... _＂．．．．臼い•-~•"••• 

⑥ビアサボーターの配置

◎ビアサポーターを配置している 口,.-..................... _.. _.......................^..................... _.,....."• •••• •• ●●”"疇〇吋
◎当該ビアサポーターは r陣害者ピ刊がート研修J
「全頭匹哀―—-----••一••5
-ぃ·―•— ,.0 -•---•一·•••••一●●—........-.......................... -...... _. 
潰配口期間 月日～月日
～一玩函蒔面＂＂”＂"”•一•ロヽ●●●●··-·-....._...... _ 
••" ^“"”--ロー·•”-·•••••••• • • ••• •• •—•-• "..... -..."" •O•••..•••.................... _. 
謀務内容

，..........日・．．．．·-.......... •..・．．．日●●臼心．．．．．“◆．．．．．．日・．．．．”'＂．．．．．，．．．．．．．．．．ー・

各項目について適立、実9:llがわかる情9Bを追加すること。



［―竺戸l
令和 7 年 4 月 1$、 日

就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書

寧業所名 らぶらんどカフェ 事業所番号 43010101888 

住所 熊本市中央区水道町14-26 管理者名 中村淑代

霜話番号 050-3578-1395 対象年度 令和 6年度

地域連携活動の概ー要

く活動内容＞ く活動の様子＞ 活動の1デ子の写口

活動場所

実施8程

シェアオフィスyard

旬週月躍日朝10時～11 時

実施した生、発活動・施没外就労の肌要 オフィス内濱掃

利用者数莉

く目的＞

地i恥堕採活動のねらい

地域にとってのメリット

2人～3 人

叫血企纂との連携を通し、闊がい

者の社会生活をより印泣していく

共生社会の実現

対象者にとってのメリット現良を積んで行くことで滋就労に
向けた自侶へつながる

く成果＞

丈施した結果

祖られた成果

諜屈点

作菜スキルの向上と経験

一人一人の自侶に繋がる

体酉理、より丁寧な作某と気配り

連携先の企業等の意見または評価

J'31［したf諜に対·,Jる、りぷ｀心i....l~lu • 1面

／ン1名り；JiI ty;~もイし1;J1i』i•J J.l•I」'1

連携先企業名 合同会社yard

いつも丁平な作業で大変助かっています

担当者名 町田



令和 7年

［ロ―l
4月 14日

就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書

竺熊本市□日［口「
事菜所醤号

管理者名

対象年度

4310101888 

中村淑代

令和6年度

く活動内容＞

ふt9ビふ

＂｀施！ヨi?

熊本市中央公民館

令和7年3月 14日

利用者の知識；能力向上に係る実施概要

く活動の様子＞

1狂りの‘i子の＇クは

｀祈 l 17利用8の知9C、•iii..カ向上！イiる文枷(I)A可・1’•

煎人航空機の操縦者技能ij[明制度取術者の指辺のもと、ドローン体験会

間催に向けて令和6年1月から計画～操作練習芍を毎週行い、令和6年3

月28日初開催．その後も毎週二回の実践練四に取組み、口近では令和7

年3月 14日に1l11催．ドローン採作方法や開催方法などのデモストレー

ションの訓練を通じて知滋や技術、経験を積む．

利用召数 9名

く目的＞ 1成唱りのかり

刊用占の知心• tjし力向上にitる＊；；；11のねシい

・ドローン操作方法の知紐や技術、経験を祖み、コミュニケーション能
カの向上で社会性を渇める．

般就労の可能性と自信に繋げる．

利用者にとってのメリッt

一般就労や自立に向けての自信となり、今後の追路選択肢が1即える．

く成果＞

磁コ

夭柚した応未

・チームとして業務分担をして進めることができている．

意を伝え合うことで互いに認め合い、組は的なものが自然とでき上

がつている．

符られた成呆

・体カ・持久力向上、纏続する力がついた。

p.?..tJ点

・興味の薄い利用者にどのように関わっていけるか。

•練習場所の確保

＂薗

＜巨国＞

活劫内ヒ·；の．i自加コメン I`

1 ・体験会として第三者を呼んで開催できるようになったこと
で、他者に楽しんでもらえる喜びを感じながら作業に取り組

めるようになった。また、そのための企画力と自主性が向上

し、更なる自信と一般就労に向けた進路に自身の可能性が実
感できるようになってきた。

連携先の企業や事業所等の意見または評価
I述収したi匹に対する込兄または，＇i’価
・ドローンに触れることで興味を持ってもらい、基本操作に慣れ1紺従の楽しさが体験できた。

・役割分担を決めて連携して行動することで自らの自信につながり、コミュニケーション能力を同める訓練ができている。

・ドローン操作体験会プログラムを遂行するために、協力して進めることができるようになってきた。

ノ 9 'II)入・サ¢ぷlA 1ヽ．Jし） I、 9．れ、

・体験会参加者へ楽しさを伝えることを、慮湿し、他人に伝えるコミュニケーション能力を緞えていくプログラムの計画．

・参加者への指導を通じて自らのな見を伝える力や、参加者の気持ちに配慮できる能力を屈める活動内容の検祠．

・体験会プログラムを自ら考えることで、計画・企画・調整能力の百成。

連携先企染（担当者）

一

MPS （代森・三浦台ー氏）

利用者からの意見・評価
・ドローン保作の準仰・設常を通して自主性を成投させることができた。

・ （ドローン体験会の）受付、ドローン枇械ほ続、 ドローン設也、会場設営を通してイベントのrl09郎の仕方を学べた。
・ドローン操作を教えることで、丁釈でigしい話し方かできるようになった。
・ドローンほ作技術が、デモンストレーションできる程度に向上した。
・体験会3時問、休憩なしでできる体力がついた。

・ドローンの教え方が、体験者によって変わるのかかなり大変たった。

・ドローン体験会でもっと協力的になり、周りに配内する人問になりたいと思いました．

・先生は、見守りながら支楼し、悩んだ時は助gをくださり．正確で的確、分かりやすい教え方で素明らしかったです．
・会垢のmの鍵を用怠する所から、会計の領収菌を預かる口任者まで全て自分たちでできるように自主性を教えてくれます。
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